
 

 

 
 
建設工事の適正な施工を確保するため建設業法に基づく主任技術者又は監理技術者（以

下「技術者等」という。）の適正配置について事務取扱を次のとおりとします。 

 
 
○ 技術者等の基本的条件 

 
◆「開札日」において、所属する会社と雇用に関する一定の権利義務関係が存在すること。 
◆専任配置を要する工事については、引き続き３か月以上の雇用関係にあること。 
◆条件付一般競争入札（事前審査型）に参加しようとする場合は、「入札参加希望書提出 
の日」において上記条件を備えていること。 

 
<1> 技術者の専任配置を必要とする工事（専任対象工事） 

 

①工事の請負代金 

請負代金が４，５００万円以上（建築一式工事は、９，０００万円以上） 

なお、入札公告で専任配置を求めた工事については請負金額にかかわらず専任配置 

が必要です。 

 

②監理技術者を専任配置しなければならない工事 

必要な特定建設業の許可を受けており、一次下請に係る下請契約総額が５，０００ 

万円以上となる工事（建築工事業の場合は８，０００万円以上） 

監理技術者は、監理技術者資格証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を修了して 

いることが必要です。 

 

③技術者等の配置条件 

 ア 請負金額４，５００万円以上の主任技術者は、近接場所（１０㎞程度）で密接 

な関係がある工事は、２件まで兼務可とします。 

イ 請負金額４，５００万円以上の主任技術者は、災害復旧工事を含む場合は、密 

接な関係があり、全ての工事箇所の間隔が１５㎞程度の公共工事であれば３件ま 

で兼務を認めます。 

   ウ 次の要件全てに該当する主任技術者及び監理技術者については、兼務を２件ま 

で認めることとします。（建設業法第２６条第３項第１号） 

    ・請負代金の額が１億円未満（建築一式工事は、２億円未満）の工事であること 

    ・工事現場間の距離が、１日の勤務時間内に巡回可能かつ移動時間が片道概ね２

時間以内であること（本市の区域内に限定しない） 

    ・受注者が注文者となった下請契約から数えて下請次数が３を超えていないこと 

技術者等の適正配置について 

適 用 日 平成２１年 ４月 １日 
一部改正 令和 ５年 １月 １日 
一部改正 令和 ６年１２月１３日 
一部改正 令和 ７年 ２月 １日 
一部改正 令和 ７年 ４月 １日 
              尾道市 



    ・技術者等との連絡等を行うための連絡員（土木一式工事又は建築一式工事の場 

     合は、当該建設工事に関する実務経験を１年以上有する者）が配置されている 

こと 

    ・工事現場の施工体制を技術者等が確認できる情報通信技術を措置していること 

    ・人員の配置を示す計画書の作成、工事現場毎の備置及び営業所で保存がされる 

     こと 

    ・工事現場以外の場所から工事現場の状況の確認をするための情報通信機器を設 

     置していること 

    ・受注者から書面で申請を行い、発注者の承認を受けること 

   エ 専任の監理技術者の配置が必要な工事は、監理技術者補佐を専任で置いた場合

に兼務を２件まで認めることとします。（建設業法第２６条第３項第２号） 

   オ 主任技術者として管理する工事の施工場所は、全て尾道市内であることが必要 

です。（災害復旧工事及び建設業法第２６条第３項第１号を適用する工事は尾道市 

内要件を求めません。） 

カ 配置する技術者等は、建設業法第２６条の専任特例を活用する監理技術者を除

いて同工事の現場代理人を兼任することはできますが、別工事の現場代理人にな

ることはできません。 

   キ 配置する技術者等が、営業所技術者（営業所技術者又は特定営業所技術者をい

う。）である場合は、次の要件全てに該当する場合に、特定営業所技術者は主任技

術者又は監理技術者の職務を、営業所技術者は主任技術者の職務を１件まで兼ね

ることができます。（建設業法第２６条の５第１項） 

    ただし、建設業法第２６条の専任特例を活用する場合を除きます。 

    ・営業所技術者が置かれている営業所において請負契約が締結された工事である 

     こと 

    ・請負代金の額が１億円未満（建築一式工事は、２億円未満）の工事であること 

    ・営業所から当該工事現場までの距離が、１日の勤務時間内に巡回可能かつ移動 

     時間が片道概ね２時間以内であること（本市の区域内に限定しない） 

    ・受注者が注文者となった下請契約から数えて下請次数が３を超えていないこと 

        ・営業所技術者との連絡等を行うための連絡員（土木一式工事又は建築一式工事 

の場合は、当該建設工事に関する実務経験を１年以上有する者）が配置されて 

いること 

    ・工事現場の施工体制を営業所技術者が確認できる情報通信技術を措置している 

     こと 

        ・人員の配置を示す計画書の作成、工事現場毎の備置及び営業所で保存がされる 

     こと 

        ・営業所技術者が工事現場以外の場所から工事現場の状況の確認をするための情 

     報通信機器を設置していること 

    ・営業所技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること 

    ・受注者から書面で申請を行い、発注者の承認を受けること 

       



  ※ 密接な関係とは、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められ 

る工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事（資材の調達を一括で行う場合や 

工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合を含む）をいいます。 

 

<2> 技術者の専任配置を必要としない工事 

①工事の請負代金 

請負代金が４，５００万円未満（建築一式工事は９，０００万円未満） 

 

②技術者等の配置条件 

ア 請負代金が２００万円以上（入札結果により２００万円以下となるものを含む）

５００万円未満（建築一式工事は２００万円以上（入札結果により２００万円以

下となるものを含む）１，５００万円未満）の工事にあっては、配置する技術者

等が兼務できる件数に制限はありません。 

イ 請負代金が５００万円以上４，５００万円未満（建築一式工事は１，５００万円

以上９，０００万円未満）の工事にあっては、配置する技術者等が兼務できる件数

は５件までとします（災害復旧工事は件数には数えません）。 

ウ 請負代金が２００万円以上（入札結果による２００万円以下を含む）５００万円

未満（建築一式工事は２００万円以上（入札結果による２００万円以下を含む）１，

５００万円未満）の工事と請負代金が５００万円以上４，５００万円未満（建築一

式工事は１，５００万円以上９，０００万円未満）の工事の双方に配置する技術者

等が兼務できる件数は５件までとします（災害復旧工事は件数には数えません）。 

エ 業務委託及び２００万円未満の随意契約による工事にあっては、技術者等の配置

履歴を２００万円以上の入札による工事（専任工事を除く）に反映しません。（件

数には数えません） 

オ 配置する技術者等が営業所技術者の場合は、当該営業所において請負契約が締結

された工事であって、対象工事の技術者としての職務に従事しながら実質的に営業

所の職務にも従事しうる程度に工事場所と営業所が近接し、当該営業所との間で常

時連絡をとりうる体制にあり、営業所技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な

雇用関係にある場合は、兼務を４件まで認めることとします。（災害復旧工事は件

数には数えません） 

カ 上記オに該当しない場合で、<1>③キの要件を全て満たす場合は兼務を１件まで

認めることとします。 

※ 兼務制限の件数から除く災害復旧工事に係る主技術者等については、他の工事 

の現場代理人と兼務する場合に行っている発注者双方の兼務承認の手続を不要と 

します。 

 
 
 
 
 

○条件付一般競争入札（事後審査型）における留意点 

条件付一般競争入札（事後審査型）において、配置予定技術者が尾道市の定 
める配置基準（配置条件）を満たしていない場合は、落札者にはなれません。 
配置状況は、コリンズ（工事実績情報サービス）等で確認します。（尾道市発 
注工事のみが対象ではありません。国・県・他市町の受注工事も含まれます） 



 
現場代理人の配置について 

 

○ 現場代理人の基本的条件 

 

◆「開札日」において、所属する会社と雇用に関する一定の権利義務関係が存在するこ 

と。 

 

○ 現場代理人の配置条件 

工事現場に常駐となるため、他の工事の現場代理人及び営業所技術者であってはいけ

ません。 

ただし、監督員と携帯電話等で常に連絡がとれるなど、発注者との連絡体制を確保し、

監督員等の求めにより速やかに工事現場に向かう等適切な対応が可能であって、次のア

からキのいずれかに該当する場合は、建設工事請負契約約款第１０条第３項に規定する

「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注

者との連絡体制が確保されていると認めた場合」として取扱い、工事現場への常駐義務

を緩和し、他の工事の現場代理人との兼務を認めます。 

ア 既契約工事の附帯工事（特命随意契約） 

イ 施工場所が尾道市内の請負金額５００万円未満の工事 

ウ 技術者の専任配置を要しない工事で次の(1)から(4)の条件をすべて満たす場合に 

おいて、受注者から書面で申請を行い、発注者の承認を得た場合 

(1) 請負金額５００万円以上４，５００万円未満（建築一式工事にあっては９，０

００万円未満）の公共工事であること 

(2) 兼務する工事件数が５件以内であること（災害復旧工事は件数に含まない） 

(3) 全ての工事現場が尾道市内であること（災害復旧工事を除く） 

(4) 兼務する工事が尾道市発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注

者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること（広島県発注の災

害復旧工事は不要） 

エ 技術者の専任配置を必要とする工事（監理技術者が必要な工事は除く）のうち、 

次の(1)から(4)の条件をすべて満たす場合において、受注者から書面で申請を行い、 

発注者の承認を得た場合 

(1) 兼務する工事と密接な関係があり、兼務する全ての工事箇所の間隔が１０㎞程

度であること 

(2) 兼務する工事件数が２件以内であること 

(3) 全ての工事現場が尾道市内であること（災害復旧工事を除く） 

(4) 兼務する工事が尾道市発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注

者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること（広島県発注の災

害復旧工事は不要） 

オ 災害復旧工事（技術者等の専任配置を必要とする工事を除く） 

カ 災害復旧工事（技術者等の専任配置を必要とする工事（監理技術者が必要な工事 



は除く））のうち、次の(1)から(3)の条件をすべて満たす場合において、受注者から 

書面で申請を行い、発注者の承認を得た場合 

(1) 兼務する工事と密接な関係があり、兼務する全ての工事箇所の間隔が１５㎞程

度であること 

(2) 兼務する工事件数が３件以内であること 

(3) 兼務する工事が尾道市発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注

者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること（広島県発注の災害

復旧工事は不要） 

キ 次のいずれかに該当する場合 

(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるま

での期間 

(2) 建設工事請負契約約款第２０条第１項又は第２項の規定により、工事の全部の

施工を一時中止している期間 

(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場

製作のみが行われている期間 

(4) 工事現場が完了し、完成届提出後竣工検査までの期間 

(5) その他、特に発注者が認めた期間 

 なお、キに該当する場合の兼務承認については、書面による承認申請ではなく、

発注者との協議により承諾を得ることとします。 

 

  ※ その他の兼務の承認申請に係る事項は別途特記仕様書で定めます。 

※ 業務委託及び設計金額２００万円未満の随意契約による工事にあっては、現場代 

 理人の配置履歴を設計金額２００万円以上の入札による工事（専任工事を除く）に 

 反映しません。 

※ 設計金額５００万円以上で現場代理人の常駐義務緩和対象となる工事は、設計図 

   書に特記仕様書で定めることとします。 


